
（広 告）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

図
書
室 

休
室
の
お
知
ら
せ

城
里
町
議
会

正
副
議
長
が
改
選
さ
れ
ま
し
た

木
造
住
宅
の
耐
震
化
を
支
援
し
ま
す

石
塚
〜
イ
オ
ン
モ
ー
ル
〜
内
原
駅

試
験
運
行
を
開
始

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金
を

助
成
し
ま
す

▲議長
三村 孝信　議員

▲副議長
加藤木 直　議員

　

令
和
６
年
第
１
回
城
里
町
議
会
定
例
会

が
３
月
５
日
か
ら
15
日
ま
で
開
催
さ
れ
、

初
日
に
正
副
議
長
の
改
選
を
行
い
、
議
長

に
三
村 

孝
信
議
員
、
副
議
長
に
加
藤
木 

直

議
員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

定
例
会
で
審
議
、
決
定
さ
れ
た
内
容
に

つ
い
て
は
、
後
日
発
行
さ
れ
る
「
議
会
だ
よ

り
78
号
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

議
会
事
務
局

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
３
０
３
）

　

図
書
整
理
の
た
め
、
次
の
と
お
り
休
室

と
な
り
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

休
室
期
日　

４
月
30
日
（
火
）

問
合
せ　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

６
１
０
０

　

町
で
は
、「
い
ば
ら
き
県
央
地
域
連
携
中

枢
都
市
圏
」
の
関
連
事
業
と
し
て
広
域
公
共

交
通
網
の
強
化
お
よ
び
利
用
促
進
を
図
る

た
め
、
新
た
な
路
線
バ
ス
の
試
験
運
行
を

実
施
し
ま
す
。

　

経
由
地
で
あ
る
イ
オ
ン
モ
ー
ル
水
戸
内

原
は
、
買
い
物
や
レ
ジ
ャ
ー
活
動
の
場
と

し
て
、
ま
た
、
施
設
内
に
は
医
療
機
関
が

併
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
共
交
通

に
よ
る
ア
ク
セ
ス
手
段
の
確
保
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　

最
大
運
賃
が
５
０
０
円
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

運
行
区
間　

石
塚
車
庫
〜
イ
オ
ン
モ
ー
ル

　

水
戸
内
原
〜
内
原
駅

運
行
開
始
日　

４
月
６
日（
土
）

運
行
日　

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
戦
略
課

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
１
１
１

　
　
　
　
　

 　

（
内
線
２
２
７
・
２
２
９
）

　

個
人
住
宅
の
維
持
お
よ
び
機
能
向
上
の

た
め
に
行
う
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の
経
費
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。
申
請
方
法
等
の
詳

細
は
、
都
市
建
設
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
物
件　

町
内
に
所
在
す
る
住

　

宅（
持
ち
家
）

※

店
舗
兼
住
宅
の
場
合
は
、
住
宅
部
分
の

　

み
が
対
象

対
象
と
な
る
工
事　

次
の
①
〜
③
の
す
べ

　

て
に
該
当
す
る
こ
と

①
本
助
成
金
を
申
請
し
、
認
定
後
に
工
事

　

着
工
す
る
こ
と（
認
定
前
に
工
事
着
工
し

　

た
場
合
は
助
成
対
象
外
）

②
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
に
工
事
が
完

　

了
す
る
こ
と

③
工
事
費
が
10
万
円（
消
費
税
込
み
）
以
上

　

で
あ
る
こ
と

対
象
と
な
る
条
件　

次
の
①
〜
⑤
の
す
べ

　

て
に
該
当
す
る
こ
と

①
申
請
時
点
で
町
内
に
継
続
し
て
３
年
以

　

上
居
住
し
て
い
る
こ
と

②
助
成
対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者
で
あ

　

る
こ
と（
所
有
者
の
申
請
が
困
難
な
場
合

　

の
み
、
１
親
等
以
内
の
親
族
に
よ
る
申

　

請
が
可
能
）

③
申
請
時
点
で
町
税
等
お
よ
び
各
種
資
金

　

の
貸
し
付
け
に
か
か
る
返
済
等
の
債
務

　

を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

④
令
和
４
年
度
お
よ
び
令
和
５
年
度
に
本

　

助
成
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

⑤
町
内
業
者
を
利
用
す
る
こ
と

助
成
金
額　

工
事
費
用
の
10
％

※

１
，０
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
、
上
限
10

　

万
円

申
請
期
限　

令
和
７
年
２
月
28
日（
金)

申
請
先
・
問
合
せ　

都
市
建
設
課

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
２
７
８
）

　

町
で
は
、
地
震
発
生
時
に
お
け
る
既
存



（広 告）

自
衛
隊
へ
の
情
報
提
供
を

希
望
さ
れ
な
い
方
へ

笠
間
警
察
署
か
ら
の
お
願
い

第
49
回 

ち
び
っ
子
広
場 

開
催

▲Androidの方

▲iPhoneの方

木
造
住
宅
の
倒
壊
等
に
よ
る
災
害
を
防
止

す
る
た
め
、
耐
震
診
断
士
の
派
遣
お
よ
び

耐
震
改
修
工
事
に
か
か
る
費
用
を
支
援
し

ま
す
。
申
請
方
法
等
の
詳
細
は
、
都
市
建

設
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

耐
震
診
断
士
派
遣
事
業　

木
造
住
宅
耐
震

　

診
断
士
を
派
遣

※

自
己
負
担
額
２
，
０
０
０
円

○
対
象
と
な
る
物
件

　

①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ

　

れ
た
木
造
在
来
工
法
の
戸
建
住
宅
②
延

　

べ
床
面
積
の
過
半
部
分
が
住
宅
の
用
に

　

供
さ
れ
て
い
る
こ
と
③
階
数
が
２
階
以

　

下
の
も
の
④
過
去
の
本
事
業
に
よ
る
耐

　

震
診
断
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

○
申
請
期
限　

９
月
30
日
（
月
）

耐
震
改
修
工
事
補
助
事
業　

耐
震
改
修
設

　

計
・
工
事
監
理
・
耐
震
改
修
工
事
に
要

　

す
る
経
費
の
５
分
の
４
の
額
を
補
助

※

上
限
１
０
０
万
円

○
対
象
と
な
る
物
件

　

①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ

　

れ
た
木
造
戸
建
住
宅
②
建
築
基
準
法
第

　

６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
確
認
を

　

受
け
て
建
築
さ
れ
た
も
の
③
階
数
が
２

　

階
以
下
の
も
の
④
延
べ
床
面
積
が
30
平

　

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
⑤
在
来
軸
組

　

構
法
、
伝
統
的
構
法
ま
た
は
枠
組
壁
工

　

法
に
よ
り
建
築
さ
れ
た
も
の
⑥
耐
震
診

　

断
に
お
け
る
上
部
構
造
評
点
が
１
未
満

　

で
あ
る
も
の

○
申
請
期
限　

11
月
22
日
（
金
）

対
象
と
な
る
条
件　

支
援
対
象
と
な
る
住

　

宅
の
所
有
者
で
あ
り
、
町
税
を
滞
納
し

　

て
い
な
い
こ
と

申
請
先
・
問
合
せ　

都
市
建
設
課

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
２
７
８
）

　

町
で
は
、
自
衛
隊
法
施
行
令
第
１
２
０

条
に
基
づ
く
防
衛
大
臣
か
ら
の
請
求
に
応

じ
て
、
募
集
事
務
の
た
め
に
必
要
な
情
報

を
提
供
し
て
い
ま
す
。
自
衛
隊
へ
の
個
人

情
報
（
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
）

の
提
供
を
望
ま
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
本

人
ま
た
は
親
権
者
等
が
除
外
申
請
の
手
続

き
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
提
供
す
る
情
報

か
ら
除
外
し
ま
す
。

対
象
者　

城
里
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
日

　

本
人
住
民
の
う
ち
、
令
和
６
年
度
に
18

　

歳
ま
た
は
22
歳
に
到
達
す
る
者

申
請
方
法　

町
民
課
の
窓
口
ま
た
は
町
ホ

　

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
を
入
手
し
、

　

必
要
書
類
を
添
え
て
郵
送
ま
た
は
町
民

　

課
窓
口
へ
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　

４
月
30
日（
火
）

申
請
先
・
問
合
せ　

町
民
課

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
１
１
５
）

　

来
日
外
国
人
の
不
法
就
労
・
不
法
滞
在

防
止
対
策
を
強
化
し
て
い
ま
す
。
不
法
滞

在
外
国
人
に
よ
る
太
陽
光
発
電
施
設
関
連

窃
盗
事
件
や
自
動
車
盗
関
連
犯
罪
、
薬
物

犯
罪
、
無
免
許
運
転
等
が
発
生
し
、
県
民

の
財
産
が
侵
害
さ
れ
、
生
命
・
身
体
も
脅

か
さ
れ
て
い
ま
す
。
外
国
人
を
雇
用
す
る

方
は
雇
用
時
に
お
け
る
身
分
確
認
（
在
留

資
格
・
期
限
、
就
労
制
限
の
有
無
）
の
徹
底

を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
警
察
官
の
巡

回
連
絡
へ
の
ご
協
力
や
、
茨
城
県
警
察
公

式
防
犯
ア
プ
リ
「
い
ば
ら
き
ポ
リ
ス
」
の
活

用
な
ど
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
（
自
身
を
守
る
）
力

向
上
に
も
努
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

防
犯
ア
プ
リ｢

い
ば
ら
き
ポ
リ
ス｣

問
合
せ　

笠
間
警
察
署

　

☎
０
２
９
６

－

７
３

－

０
１
１
０

　

交
通
安
全
啓
蒙
活
動
や
水
戸
市
を
知
る

機
会
の
創
出
を
図
る
イ
ベ
ン
ト
「
第
49
回 

ち
び
っ
子
広
場
」
が
水
戸
市
で
開
催
さ
れ

ま
す
。
ダ
ン
ス
発
表
な
ど
の
ス
テ
ー
ジ
や

パ
ン
作
り
な
ど
の
体
験
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー

や
屋
台
出
店
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
物

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

日
　
時　

５
月
19
日
（
日
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

場
　
所　

千
波
湖 
ふ
れ
あ
い
広
場

問
合
せ　

公
益
社
団
法
人
水
戸
青
年
会
議

　

所 

事
務
局

　

☎
０
２
９

－

２
２
１

－

６
３
８
４


